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区分 № 衛 生 管 理 の チ ェ ッ ク 項 目 日 日 日 日 日 日

1
施設へのねずみや昆虫の侵入を防止するための設備に不備は
ありませんか。

2
施設の清掃は、全ての食品が調理場内から完全に搬出された
後、適切に実施されましたか。（床面、内壁のうち床面から
１ｍ以内の部分）

3
施設内に部外者が入ったり、調理作業に不必要な物品が置か
れていませんか。

4 充分な換気が行われ、高温多湿が避けられていますか。

5
手洗い設備の石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液は
適切ですか。

6
着用する外衣、毎日専用のもので清潔のものに交換されてい
ますか。

7 毛髪が帽子から出ていませんか。

8 作業場専用の履物を使っていますか。

9
爪は短く切っていますか。また指輪やマニキュアをしていま
せんか。

10 手洗いを適切な時期に適切な方法で行っていますか。

11
下処理から調理場への移動の際には、外衣、履物の交換（履
物の交換が困難な場合は、履物の消毒）が行われています
か。

12
便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履物のまま入
らないようにしていますか。

13
調理、点検に従事しない者が、やむを得ず、調理施設に立ち
入る場合には、専用の清潔な帽子、外衣及び履物を着用させ
ましたか。

14 原材料の納入時に、調理従事者等が立ち会いましたか。

15
検収場で原材料の品質、鮮度、品温、異物の混入等について
点検を行いましたか。

16
原材料の納入時に、生鮮食品については、１回で使い切る量
を調理当日に仕入れましたか。

17
原材料は分類ごとに区分して、原材料専用の保管場所に保管
設備を設け、適切な温度で管理されていますか。

18 原材料の搬入時の時刻及び温度の記録がされていますか。

19
原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにしてい
ますか。

20 保管設備内での原材料の相互汚染が防がれていますか。

21
原材料の配送用包装のまま非汚染作業区域に持ち込んでいま
せんか。

22
保存食は、原材料及び調理済み食品を、食品ごとに50ｇづつ
清潔な容器に密封して入れ、－20℃以下で2週間保存されて
いますか。

23
包丁、まな板等の調理器具は用途別及び食品別に用意し、混
同しないように使用されていますか。

24
調理器具、容器等は作業動線を考慮し、予め適切な場所に適
切な数が配置されていますか。
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区分 № 衛 生 管 理 の チ ェ ッ ク 項 目 日 日 日 日 日 日

25
調理器具、容器等は使用後（必要に応じて使用中）に洗浄・
殺菌し、乾燥させていますか。

26
調理場内の器具、容器等の洗浄・殺菌は、全ての食品が調理
場から搬出された後、行っていますか。（やむを得ない場合
は、洗浄水等が飛散しないように注意すること。）

27
調理器機は最低１日１回以上、分解して洗浄・消毒し、乾燥
されていますか。

28 全ての調理器具・容器は衛生的に管理していますか。

29 使用水に色・濁り・臭い・異物はありませんか。

30
残留塩素を毎日始業前および終業後に検査していますか。
（水道水を受水槽に貯める場合や井戸水等を殺菌・ろ過して
使用する場合。）㎎／ℓで記入

31
非汚染区域に汚染を持ち込まないよう、下処理を確実に行っ
ていますか。

32
冷蔵庫または冷凍庫から出した原材料は速やかに下処理、調
理に移行させていますか。

33
非加熱で供される食品は下処理後速やかに調理に移行してい
ますか。

34
野菜及び果物を加熱せずに供する場合、適切な洗浄を実施し
ていますか。

35
加熱調理食品は、中心部が十分に(75℃以上で1分以上等)加
熱されていますか。

36

食品及び移動性の調理器具並びに容器の取扱いは床面から60
㎝以上の場所で行われていますか。(跳ね水等からの直接汚
染防止できる食缶等で食品を取扱う場合には、30㎝の台に置
いて行うこと。)

37
加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後におけ
る調理場等での一時保管等は、清潔な場所で行われています
か。

38
加熱調理食品にトッピングする非加熱調理食品は、直接喫食
する非加熱食品と同様の衛生管理を行い、トッピングする時
期は提供までの時間が極力短くなるようにしていますか。

39
加熱調理後、食品を冷却する場合には、速やかに温度を下げ
る工夫がされていますか。

40
調理後の食品は衛生的な容器にふたをして、2次汚染を防止
していますか。

41
調理後の食品が適切に温度管理(冷却過程の温度管理を含む)
を行い、必要な時刻及び温度が記録されていますか。

42
配送過程があるものは保冷または保温設備のある運搬車を用
いるなどにより、適切な温度管理を行い、必要な時間及び温
度等が記録されいますか。

43 調理後の食品は2時間以内に喫食されていますか。

44
廃棄物容器は、汚臭・汚液がもれないように管理し、作業終
了後は速やかに清掃し、衛生上支障のないように保持されて
いますか。

45 返却された残渣は非汚染区域に持ち込まれていませんか。

46
廃棄物は、適宜集積場に搬出し、作業場に放置されていませ
んか。

47
廃棄物集積場は、廃棄物の搬出後清掃するなど、周囲の環境
に悪影響を及ぼさないように管理されていますか。
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